
制度の概要

 都道府県・市区町村に対してふるさと納税（寄附）をすると、ふるさと納税（寄附）額のうち2,000円を超える部分につい

て、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除される。

 控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、確定申告を行うことが必要（原則）。確定申告が不要な給与所得

者等について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要で

控除を受けられる手続の特例（ふるさと納税ワンストップ特例制度）を創設。

 自分の生まれ故郷や応援したい地方団体など、どの地方団体に対する寄附でも対象となる。

（例 ： 年収700万円の給与所得者（夫婦子なし）が、30,000円のふるさと納税をすると、2,000円を除く28,000円が控除される。）

ふるさと納税制度について

適用
下限額

2,000円

所得税の控除額

（ふるさと納税額－2,000円）
×所得税率

住民税の控除額
（基本分）

（ふるさと納税額－2,000円）

×住民税率(10%)

住民税の控除額
（特例分）

控除額

所得割額の
２割を限度

控除外

手続（原則） 導入以降の実績

※ 確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体
に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる手続の特例（ふるさと納税ワンストップ特例制度）を創
設(平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用）

108万人 1,126億円 373億円

平成25年度 11万人 130億円 45億円

人数 寄附金額 税額控除額

平成21年度
(ふるさと納税導入) 3万人 73億円 19億円

61億円

平成23年度 3万人 67億円 20億円

平成22年度 3万人 66億円 18億円

合計

平成24年度 74万人 649億円 210億円

平成26年度 13万人 142億円

ふるさと納税をした
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の減額

ふるさと納税者 ふるさと納税先団体
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②受領書

確定申告
（受領書添付）

④
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住所地市町村

⑤

①ふるさと納税

税務署

(平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税について適用）
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ふるさと納税に係る控除額の計算について

ふるさと納税に係る控除の概要

適用
下限額

2,000円

【所得税】
所得控除による軽減（※３）

（30,000円－2,000円）
×20％（※２）

＝5,600円

【個人住民税】
税額控除

（基本分）（※３）

（30,000円－2,000円）

×10％

＝2,800円

【個人住民税】
税額控除（特例分）

（30,000円－2,000円）
× （100％－10％－20％（※２））

＝19,600円

【控除イメージ（※１） 】

※１ 年収700万円の給与所得者（夫婦子なしの場合、所得税の限界税率は20％）が、地方団体に対し30,000円のふるさと納税をした場合のもの。
※２ 所得税の限界税率であり、年収により0～45％の間で変動する。なお、平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率となる。
※３ 対象となる寄附金額は、所得税は総所得金額等の40％が限度であり、個人住民税（基本分）は総所得金額等の30％が限度である。

ふるさと納税額 30,000円

所得税と合わせた控除額 28,000円

ふるさと納税（都道府県・市区町村に対する寄附金）のうち2,000円を超える部分については、一定の上限まで、

次のとおり、原則として所得税・個人住民税から全額控除される。

① 所得税・・・（ふるさと納税額－2,000円）を所得控除 （所得控除額×所得税率（0～45％（※））が軽減）

② 個人住民税（基本分）・・・（ふるさと納税額－2,000円）×10％を税額控除

③ 個人住民税（特例分）・・・（ふるさと納税額－2,000円）×（100％－10％（基本分）－所得税率（0～45％（※）））

→ ①、②により控除できなかった額を、③により全額控除（所得割額の2割を限度）

（※） 平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率となる。

所得割額の
２割を限度



ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

○ 確定申告が不要な給与所得者等について、確定申告がふるさと納税を躊躇する原因となっている可能性があることから、

ふるさと納税先団体数が少ない場合等に限り、ふるさと納税をする際にふるさと納税先団体に申請することによって、ふる

さと納税に係る寄附金控除がワンストップで受けられる特例的な仕組みを創設する（平成27年4月1日以後に行われる寄附

について適用）。

・ 確定申告を行った場合と同額が控除される。（本特例が適用される場合は、所得税控除分相当額を含め翌年度の住民
税から控除される。）

・ マイナンバー、マイ・ポータルを活用した簡素化までの間の特例的な仕組みとして導入。

・ 地方団体の事務負担等を考慮し、5団体超へのふるさと納税を行う場合や、確定申告を行う場合は、確定申告により控
除を受けることが必要。

ふるさと納税をした

翌年度分の住民税

の減額

ふるさと納税をした

翌年度分の住民税

の減額

ふるさと納税者
ふるさと納税先団体

③’申告情報の共有

ふるさと納税

をした年分の

所得税から

還付

②受領書

確定申告
（受領書添付）

④

確定申告を行う場合

③

税務署

住所地市町村

⑤

①ふるさと納税

住所地市町村

ふるさと納税者

① ふるさと納税＋ 特例申請書の提出

ワンストップ特例が適用される場合

③
納税者情報やふるさと納税情
報の通知（控除申請の伝達）

②

ふるさと納税先団体

・確定申告が不要な給与所得者等が
対象
・5団体以内のふるさと納税の場合

申請書




